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スウ ェーデンに留学して

一一一教育問題に つ い て の 所 見

Studying in Sweden as an educational researcher 

慶応義塾大学文学部助手石 崎 秀 和 氏

若い助手の時代に留学の機会を与えられるとい

うことは、現在の日本の大学の事情を考えてみれ

ば、正に千載一遇の出来事である。その上、その

助手が文科系の学問を志し、更に私学に禄を食ん

でいたとすると、事態は一層ドラマティックにな

る。裏返して言えば、この事が日本の文科系学問

の閉鎖性・偏屈性を一方で表わし、他方では私立

大学の貧しさ、号11，.-、ては日本人が教育や研究を実

に効率良く安く上げてきたとし、う事実が浮び上っ

てくる。

こんな風に言うと「かけ出しとは言え仮にも教

育学を学ぶ者がそんなに事情不案内では困る、多

数の父母が、自分の子どもの教育の為に、現実に

支払っている高額の教育費を何と考えているの

か、これ一つを考えてみても、世界に名だたる教

育国日本が、教育に金を出ししぶっているなどと

言うことは暴論である。」等と反論されるかもしれ

ない。所で、日本に於るこの民間教育負担という

のは、いつでも算定の困難なものとして、特に教

育費、教育投資額の国際比較の場合に、カッコに

くくられてしまし¥議論のワク外に置かれること

が多い。しかし取扱いが方法論上難しいとい うこ

と以上に、私は、この民間教育負担を純粋に教育

の為の出費として考えることには非常な不愉快さ

を感じる。つまり、私達がそれこそ身銭を切って

支払っているこのお金は、一般には教育費と呼ば

れているけれども、実は子どもの幸せを願つての

Mr. Hidekazu Ishizaki 

受験対策費、つまり就職準備金であり、日本の不

平等・不完全な社会福祉に辛うじて乗っかる為の

積立金とも言える。親が自分の老後保全の為に我

が子に、一方的、強制的に貸付ける民間個人ロー

ンであるとまでは言いたくないが、本来、社会福

祉・社会保障の全体的ワク組みの中で解決される

べき問題が、かなりの割合で教育個人負担の中に

滑り込んで来ているということには、異論の余地

がないと思う。

勿論教育がそれ自体として、社会福祉、社会サ

ーヴィスの重要な一部門であることを忘れている

わけではない。しかしそれならなおのこと、教育

部門が責任を持って担当すべき事柄は、教育本来

のものでなければならないことになる。私は決し

て古いタイプの本質論者と扶を連ねているわけで

はないから、教育本来の仕事というのを、 「生徒

あるいは学生個人の為の開発活動一般」そして

「個人が現代社会の中で個人として生きる為に必

要な限りの社会化プロセシング」という風に言い
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換えたい。こういう意味の教育に対して、私達日

本人が、固として個人として、どのくらい経済負

担をしてきたのだろうか。もし本当にその金額を

算定しようとすれば、当然、充分な検討を経たマ

クロ的モデ、/レの導入が必要になるが、少くとも欧

米との比較の下では、極めて少額のものになるで

あろうことは想像するに難くない。ーーいわば、

損得計算にハッキリと現れないような教育活動

に、あるいは実社会的基準から見たら、ちっとも

成果の上らないようなことに、どれだけムダ金を

使ったかという種類の問題なのであるから。

さて前置きのつもりが本論を先取りした形にな

ってしまったが、ともかく 2年間の留学許可を与

えられた時、私は留学先を、迷わずスウェーデン

に決めた。これは数年来私が悩んでいた問題から

導かれた当然の結論であった。

社会科学の多くは、 20世紀に入ってから米国で

開花したもので、特に私の専攻する教育心理学と

いうのは、いかに起源を19世紀ドイツの哲学者へ

/レパノレトまで糊ることができるといっても、近代

的学問としては、あくまでも米国生まれというべ

きものである。そして現在までに生み出された数

多くの業績は、勿論大半が米国入学者の手になる

もので、日本人研究者は専ら、そうした成果をふ

まえて追研究、追検討などを行なってきたに過ぎ

ない。この事実はそれなりに理由のあることで、

現在の所如何ともし難い。しかし一つ納得の行か

ないことは、各研究の中核ーになる理論とかパラダ

イムなどが、米国と日本の文化的差異や社会的条

件の違いを余り気にせずにストレイトに輸入され

てしまい、日本で もまるで同様の適切性を持つよ

うに扱われていることである。どれ程抽象度の高

い理論であっても、それが本当に優れた社会科学

の理論であるなら、理論としての根拠を、現実社

会にしっかり密着した問題意識の中へ辿っていく

ことが可能でなければならないと思う。またそう

した身許の確かな理論こそが、現実との聞の直接

間接のフィードパックを介して、更に発展してい

く可能性のあるものなのではないだろうか。そう

いう意味で、流行的に輸入した学問的ノfラダイム

の内、どれだけのものが日本の土壌に根づいてい

けるのだろうか。

しかしそれならば、こうした大アメリカの学問

的，恩恵に浴しながらも、学問的姪袷を脱れ、更に

日本の教育問題を日本の中に位置づけながら探究
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し、その結果として真の学問的国際交流を成し遂

げる為には、一体どうしたら良いのだろう。私は

解決方法のーっとして、もう一つの外国社会に自

分の視点、を取り、いわば三角法的に、私達の教育

問題を浮きぼりにすることを思いついたのであ

る。その際、できれば日本とは何らかの意味で全

く逆の方向へ教育が動いている国に照準をあてた

い。こうして私とスウェーデンとの出会いが始っ

たのである。

今、留学を終え帰国してみて、私は自分自身の

判断が決して間違ったものではなかったという風

に、自負の念を強めている。無論2年というのは

研究期間としてはごく短いものなので、せいぜい

スウェーデン語の基礎を固めることと、現代スウ

ェーデン社会に教育問題が全般的にどう位置づけ

られているのかを探ること、それに比較研究の対

象になりそうなテーマをいくつか選んでくること、

一一そうした成果がスウェーデン人との交流の中

で、どうやら得られたに過ぎない。しかしそこか

ら私は、今後の研究を推進してい くエネルギーに

変るようなインパクトを、充分すぎる程与えられ

もたように思う。換言すれば、予想はしていたも

のの、日本の教育問題が余りにも特殊である、と

いう事実を念入りに指摘されてきたと言っても良

し、。

今日世界の国々は、経済的、政治的、そして文

化的にも相互に密接に関連しあっており、その為

に特定の国や社会に於る問題が、全く孤立した種

類のものであるということは、極めて稀である。

教育の世界について言えば、 20世紀前半に米国を

中心に展開された進歩主義教育の運動は、広く欧

米諸国に伝播し、この運動そのものがすたれた後

の現在でも、その中核の思想、は多くの教育関係者

の支持を得ている。むしろ、およそ「教育本来の

仕事」を遂行する場合の、教育界のコンセンサス

と呼んでもさしっかえない。

スウェーデンで1940年代以来、着々と進められ

てきた教育改革の中でも、 「児童の自発的活動重

視」という 、この運動の中心理念は生き続け、そ

れが社会全般に於る民主主義の推進と呼応しなが

ら、新しい教育のあり方を際限な く追求していく

という、スウェーデン教育界の動きのカ源にさえ

なっている。

小中学校レヴェノレの改革にそって考えると、

1950年代の新制度移行実験期間を経て、 1962年に



Lgr 62と略称、される新指導要領を掲げて、総合

制基礎学校 grundskolanがスタートする。改革

のねらいは言うまでもなく、社会階層化の基盤に

なっていた、従来の複線型初等中等教育制度を改

め、すべての子どもに教育の機会を均等に与え、

産業界、経済界の要求に答えつつも、社会のより

一層の民主化を計ろうとするものであった。

次の改訂指導要領 Lgr69の主な変換点は、単

なる機械的機会均等の域を出て、生徒各人の能力

や好みに合わせた教育平等化を押し進めるという

ことと、社会に存在する様々に異なる個人、特に

困難な問題をかかえた人々に対する生徒の理解を

深めるということ等であった。具体的に言うと、

従来の学科に自分の満足すべき活動領域を見出せ

なかった生徒のことを特に慮って、自由選択活動

という新しい学習領域が導入されたり、男女平等

実現の為の積極的働きかけや、社会にあって特殊

な問題をかかえている人々への理解を高めること

が学校教育の重要な課題として、指導要領に唱わ

れるようになったこと等があげられる。

昨年あたりから活発になってきた指導要領第二

次改訂の動きを調べてみると、その骨子としてS

IAと呼ばれるプロジェクトの成果が反映されて

いることが判る。このプロジェクトは、学習能力

が劣って一般の生徒についていけない子ども達の

問題に対して、今までの措置をはるかに上回る規

模で取組もうという狙いを持っている。つまり、

生徒の資質、能力に応じた教育平等化という目標

を更に大胆に押し進めようということであるゐも

はや学校なり教育当局が消極的に業務を果してい

れば良いということでなく、生徒の学習意欲や動

機に対してまでも責任をとらなければならない、

とい う地点まで踏み込んで来たと言える。こうな

ると正に教育制度の大改革である。 SIAのプラ

ンによれば、各地域のそれぞれの学校が、その地

域に住む住民の代表に教師代表、父母代表、生徒

代表を加えた学校運営委員会を作り、この委員会

の指導の下で、各学校に固有の難問を、地域全体

の問題として、経済的、人的負担を惜まずに、あ

らゆる方法を導入して解決に当るとい 』うのであ

る。これは結果的に、大人達の日常経済活動と子

ども達の学習活動との距離をグッと近づけること

にもなる。そして従来、生徒個人の能力に応じた

指導ということで採用されてきた能力別編成とい

うやり方が、実質的に効果をもたらさないばかり

か、徳育上の副次的弊害すら伴なうということ

で、排除され、代りに能力、年齢の違いを越えて

子ども相互の聞の交流が深まるような授業方式な

ども提案されているのである。勿論教師の側から

は、自分達の権限縮小と負担増加を押しつけるも

のとして反発も強く、一方、全国PTA協議会

(Hem och Skola)からはS1 A計画の早急実

施を望む声が高まっており、今後、ーもめ二もめ

ありそうな状勢である。

私は今ここで、スウェーデンの教育改革の経過

に深く立入って言及するつもりはない。むしろ

「子ども中心」という進歩主義教育の中心思想、

が、これまでの改革の動きの中で着実に現実化

(現代化〉されてきたという事実を、指摘したか

っただけである。

しかし、高度に産業化された近代・現代社会に

於ては、その社会を維持発展させる為の機能的合

理性が要請されていることも論を侠たない。従っ

て、学校は好むと好まざるとにかかわらず、社会

における人間の適正配置に資するような選抜制度

としての役割を持っていることになる。このいわ

ば非教育的要請と、先に論じた教育本来の仕事つ

まり純教育的要請を、如何に調和あるいは妥協さ

せていくかが現代の学校教育の課題とさえ言える

わけである。

スウェーデンの初等教育改革の動きを、先に述

べたように、教育本来の仕事に結びついた意味で

の「子どもの自発的活動領域の増大」という形で

表現できるということは、 「選抜機構としての役

割が(相対的に〉減少してきた」ということにも

なる。実際に、 grundskolan 9年の聞で、どう

しても行わなければならない評価というのは、既

に事実上、卒業時の内申書だけになっている。そ

して最近では、この内申書すらも撤廃しようとす

る動きが、学校の内外で白熱化してきており、ま

た相変らず国民過半数の支持を受けている現野党

の社民党が、この動きに賛成の意を示している以

上、スウェーデンの初等教育から、選抜機構とし

ての役割が外される日は、遠からずやってくるだ

ろうと予想されるのである。

高等教育の問題に話を及ぼすと、昨年1977年か

ら実施に移された、スウェーデンの新しい大学制

度は、一方で最終選抜機関としての機能を保持、

強化しながらも、他方で入学規準のゆるい部門を

設けて間口を広げたり、従来高等学校に設けられ
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てし、たコースを大学内部に引上げ、るなどして、大

学教育をより近づきやすいものにした努力の跡が

うかがえる。つまり大学には、高度の資質がなけ

れば勉強を続けていけないような部門もある代り

に、特別な能力がなくても、本人にその意志さえ

あれば、いつでも自分のペースで、全く自分の興

味の赴くままに勉強のできる揚が広げられつつあ

る、とし、うことになる。

このように見てくると、高等教育のレグェルで

も、初等教育の改革に共通した変革の動きが進行

していると言って良いだろう。

そして日本に自を転じてみるとどうだろう。戦

後、逸速く達成された単線型学校制度は、制度と

しての体裁が著しく充実していたにもかかわら

ず、その後、純教育的要請が非教育的要請にどん

どん押されていった為に、ついには現在のよう

な、純選抜機構としての学校制度に行き着いてし

まったようである。つまり制度的には単線型であ

りながら、実際には戦前の複線型学校制度の「秀

れた」特徴であった選抜機能をも兼ねそなえるよ

うになったのである。

スウェーデンが本格的に教育改革に取組み出し

た1910年代は、日本にとっても新しい教育がスタ

ートした時期である。条件としては、今世紀の最

も秀れた教育的発想、である「進歩主義運動の理

念」が、日本に定着する可能性は充分あったはず

である。しかし残念ながら私達の国では、一種の

教育方法としてだけとらえられ、その中心あるい

は拠点になっている教育学的視点は見落されたら

しい。それとも私達の国には、そうした視点を理

解し吸収する民主主義的土壌がまだ、育っていない

のだろうか。

スワェーデンの学校改革が学校教育の内容つま

り個々の生徒や学生の教育的問題から出発して、

制度の改良に及ぶという形をとってきたのに対し

て、日本の場合は、余りにも安易に手に入れてし

まった戦後の教育制度の中へ、社会からの非教育

的要請を如何に取り込むかに終始した結果、能力

のある子は受験戦争へ駆り立てられ、できない子

は、教育の場を奪われることになってしまった。

こんなことは、子ども達への配慮が充分に行なわ

れていれば、起り得ないことだとさえ言える。

スウェーデンと日本の教育制度を外側からだけ

比較した場合、そう大きな差は認められない。し

かしその制度の内側、つまり生徒が現実に受ける

教育サーヴィスとして見れば、両国の違いは非常

に大きい。

別の言い方をするならば、 「教育とは何か」に

対する考え方が、現在のスウェーデン人(場合に

よっては、他の西欧人も含めて。〉と私達日本人と

の聞で大きく、 くい違ってしまったらしい。この

違いを実証的に鮮明化すること一一これが私にと

っての、比較教育学の第一歩であるように思う。

ーーーー・.色白白白・ー-_."..."・ーーー ーーー ーーー ・ーーー ・ ーーー ・ーーーー山山…ーーー“・.一ーー ー"ーーー・ ーーー・・ ・・ー一一 ーーーー ・ ・ーーー

スウ ェーデンにおける幼児保育の歴史 (2)

The History of Pre-schooling in Sweden (2) 

目 教育改革の推進と幼児保育政策

1960年代の拡充一

(1) 1960年代の教育の大改革

1960年代は、日本では 「所得倍増」 をキャッチ

.フレーズとして開始された高度経済成長の時期

である。全世界的にも、経済の上昇、消費の拡大

が進み、それに伴い教育の面での爆発的な膨脹が

進行する。スウェーデンも例にもれず、就学前保

育から大学教育に至るまで量質共に大きな変貌を
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遂げる。

初等教育の義務制が布かれたのは 1842年であ

る。わが国よりちょうど30年早いということにな

る。最初の義務教育年数は 4年であった。 1946

年、すなわち今次大戦直後、教育改革委員会は、

かつてのわが国と似たような、複線型で複雑であ

った学校体系を精算して、 9年間の総合制の義務

教育学校を設立することを提案した。この提案

は、 1950年、国会において満場一致で可決成立

し、漸次実行に移されること になったoU'I)これ以



• 

来、スウェーデンの学校制度は、民主化をめざし

てまことにエネルギッシュに改革に次ぐ改革がな

され続けている。なお、 1962年、国会はこの総合

制義務教育学校を 「基礎学校J(Grundskola)と

名付けることにした。

中等学校へ進むことができる者は、スウェーデ

ンにおいてもごく一部の者に限られていた。 1940

年の統計によれば、現在の高等学校に該当する、

年齢16歳から18歳までの者の就学率は 10%であ

る。ω そして中等教育を終え、大学の入学資格を

獲得した者の頭上に輝くホワイト・キャップは、

まさにエリートの象徴であった。ホワイト・キャ

ップを得た時には、学校でも家庭でもお祭り騒ぎ

をしていたのである。

1964年、国会は、それまで三系統、すなわち普

通高等学校、職業学校、補習学校に分かれていた

後期中等教育を一本化すべきことを決議し、 1966

年、普通高等学校と職業学校が統合され、補習学

校からの編入も容易になった。 1968年、国会は、

さらにすべてを統合した完全な総合制高等学校

(Gymnasieskola)を作ることを決議し、 1971年

より実施に移された。ω

ここで、初等学校、中等学校、高等教育機関へ

の就学率の拡大状況を見てみよう。

年齢段階別就学率ω

|1凶年 11950年 1196州1姉年同70年

7~15歳|州)1 州)1 叫) 1 附)|州)

l6~18歳いo 1 25 1 34 1 44 1ヌー
I9~24歳 1 4 1 10 1 17 I 21 I 60 

上の表に見られるような1960年代の就学率の急

上昇の背景には福祉政策による国民生活のレベノレ

アップがその根底にあるわけだが、直接的な原因

としては、全学校体系が完全に無償となり、さら

に生活費を含めた奨学金が支給されるようになっ

たこと、そして基本的には全学校体系から入学試

験制度が取り除かれたことをあげることができょ

う。ついでながら、全学校体系から入学試験制度

が撤廃されたということは、古い学校教育の中で

最重要課題であった準備教育というものを色槌せ

たものにさせていくだろうと考えられ、ひいて

は、わが国のように就学前期にまで持ち込まれて

いる競争原理を排除していく上で大きな力となる

ことと思われる。

(2) 就学前保育施設の充実及び拡大

1960年代は、学校教育の面のみならず、就学前

の子どもたちに対する諸施策も飛躍的に推進され

た。

幼児定員数 ω

w 所|幼 手並 園

1 950年 | 18.3∞人|

196 0年 | 10.300 38，400 

29.200 71， 900 

(33，500) (82，300) 

※ 1970年の( )内は収容幼児の実数

1960年代にはいると、女性の就労率が高まり、

終日保育する保育所保育に対する需要が急速に高

まる。表にあらわれた数値は、 1960年代の10年間

のうちに、保育所で約 3倍、幼稚園で約 2倍の伸

びがあったことを示している。

1962年、家庭問題に関する諮問委員会は、家庭

福祉、とりわけ児童問題に関して自治体の為すべ

きサーヴィスについて種々の検討を加えた。そし

てこの委員会がイニシアティフゃをとって 「保育所

及び学童保育の拡張と内容の検討に関する中央合

同委員会」を作った。構成は、雇用主及び従業員

の組織代表、政府代表、自治体代表から成ってお

り、まず取り組んだ問題は、国庫補助の件及び保

育に関する新しい用語の使い方などについてであ

った。 その結果、保育所、幼稚園、学童保育所に

ついてはこれを総称してチャイノレド・センター

(Child Centre- Barnstuga)と正式に呼ぶこ

とになっf乙。

チャイノレド・センターは名実共に総合的な保育

施設であり、保育所、幼稚園、学童保育所を合わ

せ持っている。であるから職員の方も多彩であ

り、乳児保育に携わる者から、学童保育に携わる

余暇指導員までもが含まれる。

チャイノレド ・センターの構成及びその機能をま

とめると次の表のようになる。

この他に、チャイルド・センターを補完するも

のとして「家庭保育室J(Fmaily Day Nursery 

--Famil-jedaghem)というものがある。これ

は個人の家庭で子どもを預かるシステムだが、と

れも1969年より自治体(コムーン)によって公的に

運営されるようになった。ω 公的なものとなった

ことにより、経費はもちろん一切公費で賄われ、 1
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か所当りの収容児童数も 4人

以内と限定されている。そし

てまた、保育に当る者には一

定の教育も行っている。しか

し、この制度は、チャイノレド

・センターの普及にしたがっ

て漸次吸収されていくものと

思われる。

この他に、いわば「訪問保

育員」といった制度もある。

これは、子どもが病気、その

他の事情のために保育所に行

けない場合のために設置され

たもので、子どもの自宅に出

向いて世話をするのである。

これも家庭保育室と同様 、

1969年よりコムーンによって

運営されている。ω

ところで、 1960年代には保

育施設に通う子どもの数は飛躍的な伸びを見せた

のであるが、一体、子ども全体の中ではどのくら

いの割合を占めるのであろうか。 1970年現在のデ

ータを次に見ることにしよう。

Child Centre (Barnstuga) 

チャイノレド ・センター

種 Day Nursery Part-time group Free-time Centre 

(Daghem) (Barntradgardar) (Fritidshem) 

類 保 育 所 幼 稚 園 学童保育所

O. 5 ~ 7歳 4 ~ 7 歳 7 ~ 1 2歳

保 (月~金〉 〈月~金〉 (月~金〉

育
6 : 30~19 : 00 . 9 : 00~12 : 00 7 : 00~18 : 00 

(土〕 ま7こは (土〕
時 6 : 30-14 : 00 • 13 : OO~ 16 : 00 7 ・ 00~14 ・。。

間 (土〉なし

i前 昼食は全員に提供さ 午前または午後のい 基礎学校の初級(1 

れるが、朝食も希望 ずれか 3時間。 ~3年〉、中級 (4

する者には提供され ~6年〕の児童が、

る。 放課後及び学校が休
考 みの日に利用する。

7歳以下の児童の保育施設収容数(1970年〉ω

! チャイ/レド・センター |家 庭
総 数 1--，一一一一l一一一一一|

保育所|幼稚園 1学童保育 |保育室

五日広戸高ス戸高天円高天戸高ス

就学前の幼児の保育に当る職員の養成の方はど

うであろうか。 1962年、スウェーデン国会は、保

育に従事する職員を養成する学校を国立のカレッ

ジとして位置づけることを決定し、文部省管下の

高等教育庁の管轄のもとに置くことにした。この

ことは、チャイノレド・センターの方が社会省の管

轄であるということと対比される。これによって

スワェーデンの保育者養成機関は、その目的、内

容、及び基準等がはっきりとしたものになった。

すなわち、このカレッジの目的は、保育所及び幼

稚園、つまりチャイノレド・センターで子どもの保

育に当る職員-Pre-school teacherの養成と定

められた。そしてこの就学前教員養成も、他の学

校教員養成と同じ範暗に含まれることになった。ω

なお、行政面については、初等教育以上の教育

機関はすべて文部省、就学前についてはすべて社

6 

会省の所管ということになっている。これは単に

役所の役割分担ということだけではなく、就学前

保育についての考え方がはっきりとしていること

の結果であると思われる。スウェーデンにおいて

は、就学前保育と余暇対策は学校教育の理念に包

含されず、自治体の福祉施策、すなわち家庭福祉

の一環として行なわれている。

、王

制 BrittaStenholm; "Education in Sweden" 

Svenska Institutet， 1970， p. 13. 

M 1bid.， p. 19 

同 スウェーデン社会研究所編『福祉とは何をする

ことか』至誠堂， 1974年， 313頁。

帥 "Swedenin a Nutshell" Svenska 1nstitutet， 

p. 5 
e帥力 Bodil Rose時 ren; 処H‘Pre一schoolin Swedenが，

Svenska 111s吋ti比tut此te“t，1973に掲載の資料をもと

に筆者作成。

伺中嶋博『スウェーデンの生涯教育』スクェー

デン社会研究所，資料第八号， 1970， 7頁。

帥同書， 7頁。
帥 NationalBoard of Health and Welfare， 

Child and Youth Welfare Division; "The 

Child Centre Activities in Sweden" 1971. p. 4. 

帥 TheNatωnal Swedish Board of Educatioll; 

"The trailling of nursery school teacher in 

Sweden"， 1971. 

(つづく〉



スウェーデン社会福祉審議会の最終答申書
Final Report of the Swedish Commission on Social Welfare 

スウェーデン国会の社会福祉審議会が1977年8

月に保健・社会大臣に提出した最終答申書の概要

がこのほど手に入った。この審議会は 1974年に

は、スワェーデンの社会福祉が将来進むべき道の

アウトラインを示した報告書「社会福祉一一目標

と方法」を発表した。これは社会福祉の原則を包

括的に示した報告書であった。審議会はこの報告

書を、中央政府をはじめ州政府、地方当局、労働

組合その他の各機関に配布して意見をただし、コ

メントを求めた。

ここにいう最終答申書は、先の原則的報告書を

基本にして、各界からの意見やコメントを参考

に、その後にでてきた要求を取り入れ、審議会自

体が審議した結果によって起草されたものであ

る。これは「社会サービスと社会保険付加給付」

という題の通り、二つの柱から成りたっている。

すなわち、現行の主な社会福祉法である公的扶助

法 (1956年〉 、児童・ 青少年福祉法 (1960年〉、

禁酒法(1954年〉を廃止して、新たに社会福祉の

中心となる法律として社会サーピス法一つだけを

つくることと、社会保険法を拡大改正することを

提案している。これは驚くペき画期的な提案であ

って、今まで各制度ごとに発展推移してきた福祉

政策を統合化し、正常化しようとするものであ

る。提案の内容は

社会サーピス法の草案では

将来の社会サーピスの目的、組織、行政、活動

社会サービスを組立てて実行に移すためのコ

ムーンの責任

擁護や援助を受ける国民個人個人の権利

社会保険法については、

現行の基本的社会保障制度を拡大して、それ

ぞれのニードに適応して給付が行われるよう

に改正することである。

スウェーデンにおける社会福祉の統合化は、こ

の答申ではじめて出てきたものでは決してない。

社会サーピスと医療サービスの相互関連について

は、すでに意欲的に計画がすすめられている。

1980年代を目指す医療制度の大改革の主流をなす

医療のプライマリーケアではー一一日本でこの頃い

理事小野寺百合子
Yuriko Onodera 

われているプライマリーケアとはちがう 一一公的

な地方医務官制度と地方社会局との関連が強く打

ちだされている。スウェーデンでは医療は州レベ

ノレ、社会サービスはコムーンレベルと、管轄がち

がうが、それでも管轄領域を越えて共同活動がす

でに実施されはじめている。

就学前学校から大学まで、学校教育の分野で、

身心障害児のうち重度障害者を除きその大部分は

普通学校に受けいれさせて、健全な子どもととも

に教育を受けさせる方針が最近はじまった。これ

は文部省の管轄内にも社会サービスがはいり込ま

ざるを得ないということである。

また過疎地の老人が正常な福祉サービスを受け

ることができるように、地方社会局の活動の十分

行きとどかない部分を、郵便配達夫にさせる試み

が行われている。これは郵政省が地方社会局の依

頼を受けて実施している。

このようにいろいろな形ですでにはじまってい

る社会サービスと他の分野との共同活動を法制化

し、さらに広い分野にわたって共同活動を進めよ

うとすることから、審議会は社会サーピス法の立

案を提唱しているのである。

スウェーデン語による答申書そのものは非常に

大部のもので、 社会サーピス統合化の目的、 組

織、行政、活動、それぞれが詳細に述ぺられてい

るものと思われる。 社会保険については、従来の

きまった給付のほかにニードに応じて補足的な付

加給付を支払うべきことを提唱しているので、そ

うなれば公的扶助の一部は社会保険の付加給付で、

支払われるととになり、公的扶助に対する地方当

局の責任は軽くなると述べられている。英語によ

るサマリーからでも答申の全貌は知ることがで

き、興味深い報告ができるものと思われる。

この答申書の最初で、断っているのは、スウェー

デンで用いる「社会福祉Jの解訳で、広範囲の社

会サービス、福祉サーピスを意味するとし、公的

扶助、児童・青少年福祉、アルコールと麻薬の中

毒問題、有子家庭と老人と身障者援助を含み、そ

れらの予防、擁護、援助、処置のサーピスと計画

への参加にもおよぶとしている。
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最近のスウェーヂン経済・社会ニュース

国家予算改正案

この4月26日に政府が提出した1978-79年度改

正国家予算案によれば、昨年は 2.5%のマイナス

であったGNPの伸びも1978年には 1%弱の成長

ω示すものと予想され、スウェーデン経済の低下

傾向は底をついた。ここでの数字は 1月に出され

た予算案の成長率予測を 0.2%上方に修正するも

のである。

未だに数多くの問題が未解決であるものの経済

成長については注意深いながらも楽観主義がひろ

がるべき理由があらわれてレる 。スウ ェーデン産

業界の製造能力の利用度は低く、単位あたりの労

働費は他の競合諸国よりも高く、投資は不充分で

あり 、雇用水準の改善もまた予想できない。

こうした事を背景として、政府はこの 7月 1日

から、今年の 1月 1日に行った 2%の給与税カッ

トにつづいて、現在も残っている 2%をさらに廃

止する事を提案している。この手段によって労働

費を引き下げ、価格を低くおさえて製造能力の利

用度を高めるとこの改正予算案ではのべられてν、
る。

主たる政党間での労働市場にっし、ての協定によ

って、コストと価格のおだやかな伸びをはかる道

がひらけたと言われる。インフレ率は 8%までに

おさえこまれ、これは1973年来の最も低い数字で

ある。 この5年間で始めて外国貿易は黒字となり、

住宅投資も70年代としては始めて上昇を示すもの

と予想される。

昨年度を含めて長期的にみると、この予算案で

は1979年度として 3.7%の成長をみこんでおり、

固定投資額は 3年つづ、いての低下ののちに 6%上

昇し、輸出は 6%、輸入は4%それぞれ上昇する

としてい る。さらに、こ れ以上の生産、投資、及

び外国貿易での伸長が1980年代に予定されてい

る。

1977-78年の改定予算案は、約300億ク ローナ

(邦価約 1兆5，000億円〉の赤字一これは前の予

想、よりも30億クローナ(1， 500万円〉も少ないも

のであるが-1978-79年の予算では約 100億クロ

8 

ーナ (5，000億円〉ほどこれがふえて、赤字幅は

420億クローナ (2兆1，000億円〉 となってい

る。

経済に関する首相声明

諸問題は残るか景気は安定回復

6月 2-3日に会期を終えた春期国会の経済審

議会において、 トーノレピョーン・フェルディーン

首相は次のように語った。スウェーデン経済はな

お多 くの問題に直面しているが、様々な領域で明

らかに向上しつつあり 、確実な根拠に基づき安

定、回復を続けるであろうという楽観主義が最大

の特色である。

政府の諸政策は、重大な貿易改善の道を聞き、

その結果として冬期数ヶ月における黒字をもたら

した。同様に貿易収支も改善を示し外国依存の必

要性は減少した。

通貨の状態は昨年度の幣価切 り下げ以来非常な

安定を保ち、引き下げ率の低下を可能にし てい

る。

物価の上昇率は下降した。過去 2カ月で上昇率

は0.1%、0.2%に減少した。もしこの低上昇率が

維持され得ないとしても、インフレ率は遅滞して

いる ことは明らかである。

大型工業部門における注文控帳は同様に明らか

な向上を示し、 製造工における新規受注は 5カ年

間に渡る下降傾向に次いで1977年度末から は上昇

傾向に転換した。それにもかかわらず経営能力は

機械技術部門においてさえ最大利用からはほど遠

く、雇用を増大させ工場、機械に投資するという

意向は依然として弱い。

他方、住宅投資は1970年代初めて明 らかな上昇

傾向を示し、 1977年度比で量的に15%の増大が期

待される。

首相はまた、ス ウェーデンの主要輸出市場であ

る西ヨ ーロッパの成長が遅れていることから、な

おいっそう不断の積極的な発展を目差して引き続

き確固たる政策が必要と されると語った。

鋼鉄、造船などの問題の部門では、解決される

べき諸問題が残っている。




